
健康診査を受診しましょう 

　広域連合では、公式ホームページを4月1日(木)
から、より親しみやすく、使いやすくするため、全
面リニューアルします。 
　今後は、ホームページの特性を生かして、より
一層迅速にたくさんの情報を皆さんに発信します。 
 　新しいホームページの主な特徴は、つぎのと
おりです。 

トップページは、親しみやすいデザインにすると
ともに、情報を探しやすくするため、情報を「分野
別」に分類したものに加え、「かんたんガイド」か
ら探すことができます。 
  
サイト内検索と文字の拡大ができます 
  
ご自身の収入を入力すると自動で保険料の試算
ができます 

　制度加入者(被保険者)の方は、糖尿病などの生活習慣病の早期発見や健康の保持・
増進のために、年度中（4月～翌年3月）に１回、健康診査をお住まいの市(区)町村で
受診することができます。          
※病院または診療所に6カ月以上継続して入院している方や介護施設に入所している方は、

受診する必要はありません。また、生活習慣病で定期的に健康診査と同様の健康管理をさ

れている方は必ずしも受診する必要はありません          

          
実施方法 
　広域連合では、健康診査の実施を市町村に委託しています。実施方法は、お住ま
いの市町村によって異なりますので、市町村からのお知らせ(受診の案内や広報など)
を確認して、受診してください。          
          
費用 
　広域連合で決めた健診項目（右表）は無料で受けられます。市町村が別に実施し
ているがん検診や独自に実施している健診は、自己負担が必要となる場合がありま
すので、ご確認ください。         

■質問票（服薬歴・喫煙歴など）     

■身体測定（身長・体重・ＢＭＩ）     

■血圧測定     

■診察     

■尿検査（尿糖・尿たんぱく）     

■血液検査     
      ● 脂質検査（中性脂肪・ＨＤＬ-コレステロール     

 　  ＬＤＬコレステロール）     
      ● 肝機能検査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ-ＧＴＰ）     
      ● 血糖検査（空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ） 

一定の基準を満たし、医師が必要と認めた場合

に追加で実施します。    

■貧血検査     

■心電図     

■眼底検査 

健康診査を受診しましょう 
　　　　　  ～生活習慣病を早期発見！ 

お問い合わせ 総務課 �043-223-0075
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健診の項目 

【アクセス方法】 
URL: http://www.kouiki-chiba.jp 
 
 

※ここで紹介しているページデザインは 
　一部変更になる場合があります 
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